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向
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ナ
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論

地
租
の
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諭
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語
肌

t

常
柑

景
気
感
動
ご
日
本
資
本
主
義
の
俊
生

預
金
通
貨
の
岩
出
話
通
説
ご
新
説

明
治
政
府
の
貸
附
金

i

雄

枇

錦

郎

畑
伺
逸
良
業
の
現
状

「
摘
す
財
制
」
の
一
意
義
に
就
て

経
済
統
計
一
一
品
同
際
倹
約
に
就
て

禁
漁
制
度
に
つ
い
て

近
着
外
国
経
漕
雑
誌
主
要
論
題 見

先
服
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「
澗
立
財
源
」
の
一
芯
義
に
就
て

中

川

拠

之

助

序

言

第
五
十
六
議
命
に
於
て
政
府
は
所
謂
耐
枕
委
誠
法
案
を
議
舎

に
提
山
し
た
。
法
案
は
途
に
貴
族
院
を
通
過
す
る
に
至
ら
た
か

っ
た
が
、
品
H
朱
剛
院
に
於
け
る
と
の
法
栄
に
就
て
の
愉
戦
に
は

.1. 互主 Jft 
o で政

牢~ .!手L
IL 
:J (/) 
澗削
2f11て
財

型去
のく
"11 も
誌の
在古1

1m少
助〈

'"なL い
て。

み私
ゃ惇

ラらと.，.
忠、

雑

位島

「
樹
立
財
出
し
ゅ
m
H
識
に
就
て

「
獅
立
則
源
」
の
意
義

ω重
要

岡
税
益
識
の
目
的
と

L
て
時
間
々
政
へ
ら
れ
て
み
た
如
く
で
あ

る
が
、

少
〈
・
と
も
共
の
也
接
的
目
的
が
地
方

K
「
別
立
ノ
財
源
」

を
山
内
ふ
る
に
あ
っ
た
己
主
は
共
に
扮
く
る
如
〈
腿
々
一
料
り
恕
さ

れ
た
る
政
府
の
説
明
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
即
ち

、
‘
.
、
、

「
政
府
ハ
地
方
向
抽
値
一
一
樹
立
ノ
川
別
紙
ヲ
拠
ヘ
テ
共
財
政
的
拡
磁
7

強
制
一
一
シ
他
品
+
子
ル
国
油
ヲ
州
ス
ル
コ
ト
ガ
舟
務
ナ
リ
l
討
ズ
ル
ノ
ザ
ア

ア
り
マ
モ
政
府
ハ
此

H
的
ア
治
成
ス
ル
が
泊
二
地
机
肱
一
一
倍
提
肱
益

枇
ヲ
凶
軸
ヨ
リ
袖
山
山
政
三
一
向
、
々
し
l
l
(純
聞
大
位
施
政
方
針
悩
説
中
よ

'
H
M
M
一
月
廿
三
日
来
吋
剛
院
議
事
組
問
雌
筋
三
蹴
十
一
珂
)

・
と
い
弘
、
叉

「
政
府
ハ
地
方
ユ
樹
立
日
ツ
硝
此
ナ
ル
財
狐
ヲ
県
7

ル
岱
メ
地
租
比

普
業
収
益
枯
ヲ
闘
砧
ヨ
リ
撤
臨
シ
地
方
自
泊
制
値
7
レ
テ
地
方
柑
ト
シ

テ
土
地
借
恭
一
-
劃
シ
相
前
J

掛
軸
ヲ
ナ
サ
シ
メ
一
再
々
」
T
|
(
大
政
大
臣

施
政
方
創
出
此
中
よ
り

H
I同
上
十
三
百
)

ル
」
い
ひ
、
或
は
又

「
弾
丸
ル
二
今
剛
ノ
枕
制
盟
問
川
地
方
川
政
ノ
羽
批
↓
錨
ミ
地

I
一叶

樹
立

H
ッ
雌
山
H
J
7

ル
川
純
ヲ
拠
ヘ
、
之
ガ
拡
噌
ヲ
設
川
ナ
ヲ
シ
メ
共
健

全
ナ
ル
設
注
ヲ
促
シ
云
々
」
|
|
(
大
成
大
目
ノ
同
開
場
叫
抗
議
に
就
て

白
誕
明
よ
M
リ

1
1一
H
制
七
日
衆
議
院
議
事
辿
辿
鍬
節
十
一
齢
一

O
仰
百
)

第
二
十
九
谷

大

O
E

都
川
容

ユ



離

韓

「
届
主
財
源
」
由
意
義
に
就
て

k
か「

政
府
ハ
郎
チ
此
欣
勢
z
鑑
ミ
マ
シ
ア
昭
和
六
年
ヨ
リ
地
租
且
管
業

牧
盆
拙
ヲ
岡
酷
旨
リ
撤
臨
シ
テ
地
方
附
値
一
一
出
醐
一
r
H
ツ
帥
部
品
ナ
ル

r
r

ヲ
典
ヘ
マ
シ
テ
作
川
政
ノ
民
嘩
ヲ
輩
問
一
二
V

云
々
し
1
l
(内
務
大
目
。

岡
和
委
誼
松
栄
に
就
て
円
前
叫
よ
朝
日

1
同
上
一

O
大
珂
}

等
々
の
言
葉
に
徴
し
て
明
か
で
あ
る
。

然
れ

E
も
政
府
は
悶
枕
山
委
譲
せ
ら
る
L
結
果
が
、
何
故

に
又
如
何
な
る
古
味
陀
於
て
之
在
地
方
の
「
孤
立
財
加
」
ー
と
よ
ぷ

か
土
い
」
と
と
に
就
い

τは
何
等
積
棋
的
の
説
明
在
問
問
へ

τ
ゐ

泣
い
。
唯
併
し
政
府
に
よ
れ
ば
、
同
税
場
設
白
結
果
は
従
来
白

附
加
税
ガ
本
税
一
一
直
ッ
テ
市
町
村
ニ
澗
立
税
ガ
行
ク
い
と
い
ふ

と
・
と
に
た
る
の
で
あ
る
'
と
か
、
「
附
加
税
ヲ
改
メ
テ
濁
立
税
ユ

ス
ル
」
の
で
あ
る
と
か
言
っ
て
ゐ
る
が
、
調
立
税

E
以
て
濁
JL

財
源
た
り
L
C
い
ふ
の
で
は
、
伏
終
止
し
て
何
故
に
之
を
術
立
財

棋
と
よ
以
か
の
解
答
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
o

認
に
於
て
澗
立

並
び
に
澗
立
財
源
の
解
騨
に
就
て
色
々
の
設
を
生
む
に
亙
っ
た

の
で
あ
る
。

濁

立

並

に

獅

立

財

源

の

解

稗

第
一
一
十
九
巻

六
O
六

第
四
巻

四

共
の
第
一
一
は
鍋
立
と
い
ム
と
止
を
同
有
若
く
は
分
離
と
解

財で L
isi あ、

在り従
り若つ

'" くて4昨は£也
r中方
る央の
のか 1唱
でら立
あ地財
る方源
。へ」ヒ

由連分は
く 自陸ま也
て宅、方
t首~阿
者百1'，
J土号 の
日 v財
くさ加n C) 

Tζ と
る止

「
耐
府
山
地
組
及
既
刊
業
牧
盆
枇
ヲ
地
方
=
接
訓
ヲ
『
ハ
ル
1
同
時
ユ
第

一
一
古
訓
所
得
舵
中
一
一
差
別
的
比
例
措
埴
ヲ
鋪
設
シ
ア
肘
η
'
?
λ

、
法
ハ
所

得
枯
中
=
織
込
マ
レ
タ
ノ
戸
川
ア
り
マ
ス
ケ
レ
ド
毛
、
確
一
一
一
樹
説
ノ
剤
耐

置
デ

y
ル
ト
叫
岡
山
ヲ
ウ
レ
パ
ナ
り
マ
セ
足
、
而
毛
此
新
枇
卜
4
4
謎
サ
レ

タ
閑
税
1
ハ
其
名
ニ
世
ツ
ア
号
、
北
ハ
仰
品
質
ハ

A
一
一
土
地
且
持
栄
一
一
樹
ス

ル
特
別
所
得
軸
ト
私
ハ
断
定
ス
ル
者
戸
ア
り
マ
子
-
-
E
E
是
ハ
硝
一
一
土

地
及
僻
謙
一
一
一
割
ス
ル
二
重
融
甜
ト
足
ル
ノ
ガ
軍
制
デ
ア
ル
ト
考
内
ル
ノ

ダ
ア
リ
マ
ス
、
随
テ
今
回
ノ
組
制
時
四
円
土
地
所
作
及
僻
業
即
時
一
一
一
割

ス
ル
掛
軸
構
ヲ
中
央
ト
地
B
b
一
一
分
出
シ
タ
モ
ノ
ヂ
ア
ツ
テ
、
是
ハ
面

開
委
譲
二
ア
ラ
ズ
シ
テ
世
ハ
隔
抽
ノ
分
拙
ナ
リ
ト
制
ハ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ヲ

マ
セ
ヌ
、
随
テ
政
府
円
樹
立
ノ
則
拠
ヲ
他
方
一
一
興
〈
ル
ノ
ダ
ト
凹
聴
hv

テ
居
リ
マ
ス
ケ
レ
V
右
民
巾
央
地
方
北
品
ノ
町
涼
タ
ル
ユ
過
ギ
ナ
イ
ノ

ダ
ア
リ
マ
ス
云
々
」
i
l
T
一
月
什
ご
日
衆
議
院
議
事
法
氾
第
二
十
韓
同

一O
頁
。
)

即
ち
論
者
は
地
相
・
替
業
牧
従
股
が
地
方
に
委
譲
せ
ら
れ
で

も
、
中
央
が
土
地
及
び
営
業
民
鈎
し
て
質
賃
上
所
得
税
主
謀
ナ

る
以
上
司

そ
の
財
源
は
地
方
出
宵
の
も
の
に
非
守
し
て
中
央
と



白
共
有
白
も
白
で
あ
る
。
従
っ
て
之
在
地
方
の
狐
立
財
源
な
り

-
と
な
す
は
営
ら
ぬ
と
な
す
の
で
あ
る
。

共
の
第
二
は
樹
立
を
有
力
若
く
は
目
立
と
向
・
訟
に
解
し
、
従

っ
て
地
方
の
四
州
立
財
源
主
は
地
方
図
憾
に
と
り
て
の
有
力
な
る

財
源
若
く
は
地
方
闘
聞
が
よ
り
て
以
て
純
情
的
に
自
立
し
う
る

中
心
的
内
財
源
怠
る
が
如
く
考
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
例
之

「
一
惜
此
地
方
柑
ヲ
闘
枕
ノ
昏
誠
一
一
怯
ツ
テ
ド
ノ
位
地
方
へ
刷
静
シ

三
ナ
ル
カ
ト

X

Y
コ
ト
ヲ
政
的
ノ
御
設
者
ナ
サ
ル
所
-
一
怯
ル
ト
五
千
五

百
時
間
ト
一
耳
7

2

ト
J

ア
ア
リ
マ
ス
、
H
ツ
品
川
活
ノ
地

I
柚
J

ハ
惟
五
千
珂

岡
エ
劃
シ
一
7
-
一
劃
ユ
モ
常
↓
フ
ジ
イ
ノ

f
ア
り
マ
ス
、
共
一
割
ノ
削
減
一
7

M
T
H宜
ガ
地
方
費
ニ
剖
シ
テ
樹
立
ノ
財
泌
ヲ
拠
へ
ル
ト
詰
7
ヲ

tρ
一員

ヒ
ウ
ル
デ
ア
り
マ
七
ウ
ヵ
、
地
方
ニ
於
キ
守
シ
テ
号
、
期
ワ
一
百
フ
号
ノ

ヲ
樹
立
ト
一
再
ア
名
ノ
下
-
一
仕
向
ケ
タ
ヲ
賀
コ
回
ル
ノ
ヂ
ア
リ
マ
ス
、
恰

モ
山
由
カ
ノ
持
掛
金
ヲ
持
ツ
テ
車
タ
拍
蝉
ガ
他
ハ
財
産
7
持
ツ
テ
車
タ
ノ
デ

ア
ル
ト
鉱
蜂
ラ
レ
ル
T
同
ジ
ロ
ト
ョ
ア
ア
ル
一
百
々
」
1
l
(戸
一
月
二
日
貴
族

院
議
事
諮
問
曲
第
廿
一
一
一
蹴
三
凹
九
副
)

左
か「

試
一
-
口
ハ
今
最
近
ノ
年
比
=
於
ケ
ル
裁
が
市
町
村
松
組
額
ハ
何
梓
ヂ

ア

ル

カ

中

λ

ト
、
十
二
億
五
千
南
町
ト
一
再
フ
ノ
カ
開
制
三
年
三
帆
町
ケ

ル
市
町
村
費
川
ノ
組
制
ヨ
ア
ア
り
マ
ス
、
此
純
絹
ェ
謝
シ
テ
僅
昌
三
千
λ

百
高
岡
ノ
地
租
ア
桐
分
配
ナ
サ
ル
ト
カ
一
五
フ
事
戸
、
之
フ
平
均
的
一
一
考

雑

錯

「
樹
立
川
抑
制
」

ω
意
義
に
就
て

内
テ
見
守

λ

ト
云
フ
ト
、

rウ一耳
7
割
合
昌
ナ
ル
カ
ト
山
叩
セ
バ
、
百
同

-
一
針
シ
テ
僅
一
-
三
岡
ノ
肘
叫
ヲ
興
フ
ル
ノ
ヂ
ア
リ
マ
ス
、
百
回
ノ
生
前

ヲ
シ
テ
居
ル
人
一
-
H
=
一
回
ノ
財
掠
ヲ
典
へ
タ
ガ
咽
竺
、
財
政
カ
樹
立
7

U
其
基
礎
ガ
盟
ク
ナ
ツ
タ
ナ
ド
ト
ペ
是
ρ

目
テ
ノ
外
ノ
桐
議
論

f
ア

ラ
ネ
バ
ナ
ラ
男
、
見
替
業
状
誼
拍
一
一
泊
キ
マ
シ
テ
モ
僅
-
一
千
六
百
五

十
高
岡
ノ
金
山
工
肘
麟
一
一
樹
シ
テ
三
十
五
百
闘
平
均
ヂ
ア
リ
マ
ス
、
然

ル
ユ
今
日
府
腕
ノ
質
川
ハ
何
程
弼
ル
カ
ト
巾
セ
バ
凹
億
五
千
六
百
高
岡

J

企
7
M
E

ス
ル
、
一
府
賂
平
均
約
}
千
高
制
弱
ノ
脚
質
ヲ
年
々
型
ル
ス

所
品
、
=
一
十
買
高
凶
ノ
財
源
ヲ
典
ア
ル
ー
云
フ
コ
E

ハ
是
亦
百
附
J

生

活
ヲ
ス
ル
人
一
二
二
川
五
十
崎
ノ

M
F岱
ヲ
興
フ
ル
ト
え
7
帯
二
依
ア
邦

人
ノ
止
前
が
安
定
F
λ

ル

仰

ν
ヤ
ル
ノ
ト
山
グ
シ
モ
鈍
ヲ
ア
イ
ノ

F
Y

9
V
九
、
況
ヤ
甜
君
、
百
四
ノ
生
抗
ヲ
致
シ
テ
府
ル
人
二
訓
シ
ク
三
間

搭
ク
ρ

三
回
宜
十
銭
ヲ
直
メ
テ
倫
計
品
ヤ
ル
ノ

J

一
ア
ア
ル

f
I
1
7
k
r、

サ
ウ
デ
ハ
ナ
ィ
、
=
一
閥
、
=
一
問
主
+
錨
ヲ
毘
ヘ
テ
却
代
リ
一
一
他
カ
ヲ
島

町
ヨ
一
フ
レ
ル
モ
ノ
ヲ
語
引
力
レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ミ
月
収
宵
阿
川
巾
'

U

毛
励
カ
ナ
イ
ノ
ヂ
ア
り
マ
ス
、
描
立
財
源
フ
拠
へ
テ
市
町
村
M
A
府
麟

ノ
財
政
ヲ
翠
闘
ナ
ラ
シ
メ
ル
ト
一
再
ア
ガ
如
キ
ρ

長
ク
本
一
一
紘
ッ
テ
魚
7

求
h

ル
ノ
猟
ヂ
プ
ヂ
イ
マ
ス
云
々
!
|
(
一
一
月
4
H
二
日
束
尚
院
議
事
諮

問

錐

第

二

腕

四

O
ニ
一
三
頁
)

ル
」
命
中
る
が
如
曹
は
此
の
見
地
に
立
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

共
の
第
=
一
は
樹
立
と
い
ふ
己
と
の
立
誌
を
叫
に
詮
議
せ
十
し

て
有
〈
も
「
滴
立
の
財
源
」
と
い
ふ
以
上
、
判
帥
杭
仙
肌
の
皿
叫
立
と
い

第
二
十
九
巻

六

O
七

部
い
門
腕

宜



離

総

「
掲
立
財
源
」
由
意
義
に
就
て

ふ
己
と
が
必
嬰
に
し
て
依
く
寸
か
ら
ざ
る
録
件
で
な
け
ね
ば
な

ら
ね
。
然
る
に
雨
税
委
譲
法
案
を
み
れ
ば
地
租
を
委
譲
せ
ら
る

年
市
町
村
に
共
白
課
税
様
噂
た
る
土
地
の
賃
貸
倒
格
に
封
す
る

決
光
仙
怖
が
興
へ
ら
れ
十
、
共
他
地
利
・
幣
業
税
の
賦
謀
に
枕
て
も

巾
火
の
監
督
州
車
川
川
主
党
〈
る
己
主
主
た
っ
て
ゐ
る
。
仰
を
以
て

相側
HA
め
川
刑
制
丘
り
と
い
ふ
や
占
輸
相
附
す
る
め
で
あ
る
。
帥
%

「
人
守
山
比
二
同
組
名
曲
ハ
仙
川
副
町
村
議
誠
、
名
前
ρ

H

芯
ハ
町
村
苔
泌
l

耳
フ
h
M

ア
ュ
ペ
マ
サ
カ
=
地
特
J

事
務
ハ
部
ニ
ト
致
レ
マ
シ
ア
、
地

租
ノ
市
刑
務
ハ
大
組
一
一
町
村
一
一
ヤ
ヲ
セ
ル
ト
私
ハ
思
ツ
テ
尉
ル
、
賃
貸
伺

持
ノ
調
査
部
屯
町
制
-
↓
ヤ
ヲ
セ
ル
ト
私
ρ
凪
ア
テ
居
ツ
グ
ガ
駕
ゾ
シ
知

ラ
シ
山
球
タ
案
ヲ
且
ル
ト
一
耳
ア
ト
、
最
毛
必
要
ナ
ル
賃
貸
個
持
ノ
決
定

ハ
叫
ん
円
前
牒
内
二
制
査
番
目
A
W
7
開
イ
テ
共
調
査
委
員
合
ノ
決
定
=
依

ツ
テ
山
肱
知
事
ガ
決
定
ス
ル
、
初
ウ
ナ
ツ
テ
居
ル
、
:
-
:
賃
貸
間
持

ρ
府
鯨
知
事
力
決
定
ス
ル
.
而
シ
テ
荒
地
、
兎
組
問
盤
、
蛸
下
年
期

付
興
、
ー
ハ
他
所
訓
地
租
ノ
何
ト
巾
ジ
マ
セ
ウ
如
、
地
租
ヲ
取
ル
コ
ト
ノ

許
可
、
止
恥
一
ア
ナ
イ
コ
ト
ノ
許
可
ト
昔
フ
モ
ノ
ハ
卦
部
え
ρ
府
鯨
知
事

ガ
ヤ
ル
、
此
地
特
功
勤
前
ρ
時
務
荊
デ
ヤ
ル
、
斯
ウ
ナ
ル
ト
一
五
フ
ト
何
蕗

ガ
拙
立
ダ
、
町
村
骨
ρ

唯
的
牒
知
事
ガ
山
町
内
ん
シ
タ
ル
賃
貸
例
柿
一
一
針
シ

テ
、
ソ
レ
ユ
封
シ
テ
何
分
ノ
一

t
力
、
十
分
ノ
五
ト
カ
ヲ
決
定
ス
ル
ユ

過
ギ
ナ
イ
デ
ハ
ナ
イ
力
、
ザ
ウ
λ

レ
パ
今
ノ
附
結
タ
ル
地
担
一
一
針
シ
テ

地
税
ノ
何
分
ノ
て
帽
分
ノ
一
ト
一
百
フ
ヨ
ト
ヲ
決
定
ス
ル
ノ
ト
帽
ノ
挫

第
二
十
九
を

大

O
汎

第
州
挽

一品-

r、

ツ
タ
コ
ト
ガ
ナ
イ
、
何
盛
ガ
濁
立
ノ
肘
涼
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
一
百
々
」

l
l

(
一
日
制
日
衆
議
院
議
事
連
組
録
第
九
蹴
一
三
九
百
}

は
、
士
地
の
賃
貸
憤
格
決
定
椛
の
興
へ
ち
れ
ざ
る
以
上
市
一
川
村

の
地
利
課
税
棋
を
調
立
た
り
主
な
し
雌
し
占
な
す
も
の
で
あ

h" 
ー
間
立
ト
ハ
何
ヲ
意
味
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
九
カ
:
:
価
立
ト
云
ア

ロ
l

ハ
印
ヲ
地
方
制
闘
力
自
力
F
J

白
山
一
決
一
ん
シ
自
己

-w似
枇
シ
自
己

カ
紙
、
¥
一
-F
ノ
ヨ
ト
ヲ
恥
ヒ
山
山
一
一
他
ノ
相
早
川
リ
ノ
提

γ
a，ィ
l
γ
日
ァ
刷
G

於
一
一
ア
相
メ
テ
摺
邑
ノ
防
泌
ト
一
両
フ
コ
ー
が
一
百
へ
ル
ノ
ヲ
ア
ア
リ
マ
ス
、
品
問

ル
=
此
度
地
私
静
業
収
益
拍
ヲ
香
離
サ
レ
ル
ト
一
民
ア
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
魁

々
ナ
ル
制
限
ガ
附
イ
テ
肘
リ
マ
ス
、
私
ρ

創
立
ト
耳
フ
コ
ト
ノ
定
義
ヲ

政
府
コ
於
テ
ハ
ド
ウ
云
7

工
合
=
制
決
メ

z
f
ツ
テ

M
ル
カ
右
ジ
マ
七

兄
芳
、
ド
ウ
モ
赴
等
ハ
制
限
ス
ル
}
仰
セ
一
フ
レ
レ
バ
刑
制
官

F
ハ
ナ
イ
ノ

ダ
ア
リ
マ
ス
面
々
」

I
l
-
-一
月
一

H
t
H
t
m
院
詩
草
地
印
鑑
部

H
二親一一一

一
一
頁
)

と
い
ふ
は
有
く
も
狐
立
と
い
ふ
以
上
、
課
税
k
及
び
徴
収
上
他

か
ら
の
一
切
の
制
限
を
排
除
す
る
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
中
止

な
す
も
の
で
あ
り

「
政
府
ノ
説
明
品
位

9
マ
ス
レ
パ
土
地

A
管
業
一
謝
ス
ル
財
抑
制
ヲ
地

方
一
一
委
観
シ
ァ
、
此
ニ
ツ
ノ
肘
振
一
一
封
シ
テ
五
千
J

ハ
百
到
十
高
川
ダ
ケ

一
一
制
限
シ
テ
捕
枕
ヲ
許
ス
積
リ
ダ
ア
ル
ト
一
同
ア
ヨ
ト
ヲ
中
シ
ア
府
リ
マ



ス
・
・
而
そ
此
此
ハ
雨
枯
ヲ
地
方
ノ
描
立
ナ
ル
財
源
ト
シ
テ
委
ス
諜

ル
ト
云
プ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
.
政
府
ト
シ
ア
左
様
ナ
雌
草
ブ
制
刷
出
フ

ス
ル
ト
一
一
品
ア
コ
ト
ハ
抑
々
比
一
委
譲
ノ
泊
坤
一
一
一
民
λ

ル
コ
ト
一
一
ナ
ル
ノ
ヂ

ア
リ
マ
λ

一
再
々
」
|
|
(
一
一
月
八
日
火
焼
院
議
事
諮
問
維
持
附
十
一
概
一

4

ニ
白
)

は
、
特
に
枕
率
に
制
す
る
中
央
の
制
限
の
存
す
る
鮎
か
ら
み

て
、
以
て
地
方
の
制
州
立
財
源
に
非
宇
と
諭
や
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
石
に
述
べ
た
る
孤
立
若
く
は
狐
立
財
似
の
芯
誌
に
就
い

て
の
町
川
市
は
主
と
し

τ司
副
作

k
於
け
る
政
府
内
一
此
削
日
比
か
ら
な

t
a
q
ι
3
f
b
r
q
H
、
た
こ
と
こ
ぼ
T
r
u
没
任
時
〈
土

N
E
D

~
t
i
A
〈

t
j
J
1
i
i
i
d
-
-
l
I
L
l
-
J
i
(

反
駁
八
川
主
俄
し
ゃ
う
。

第
一
円
解
牒
に
釘
し
て
之
主
反
駁
す
る
者
は
日
く
、
論
者
は

地
租
・
時
業
牧
(
叶
枕
を
地
方
に
委
説
し
た
る
後
'
と
雌
も
土
地
岱

業
に
封
し
て
巾
央
が
官
質

k
特
別
所
得
税
を
課
す
る

O
で
あ
る

か
ら
、
共
の
財
源
は
全
く
地
方
問
有
の
も
の
に
あ
る
に
非
や
し

て
中
央
と
地
方
の
共
有
で
あ
る
。
何
を
以
て
地
方
の
狐
立
財
源

な
り
や
と
い
ム
ル
」
雌
も
地
租
・
替
業
牧
谷
祝
は
物
税
で
あ
り
特

別
所
得
税
は
人
税
で
あ
る
o

物
税
と
し
て
の
地
租
皆
業
牧
径
税

の
財
訴
は
全
く
地
方
に
委
譲
せ
ら
る
L
の
で
あ
る
。
人
税
と
物

雑

体

「
樹
立
財
源
」
自
意
識
に
就
て

税
目
区
別
を
無
脱
し
て
附
税
の
完
全
な
る
委
譲
に
非
や
と
論
難

ず
る
は
常
ら
十
と
な
す
の
で
あ
る
。
印
ち

「
-
-
-
-
君
ハ
今
度
新
設
セ
ヲ
レ
タ
所
ノ
比
例
砥
ト
一
五
フ
モ
ノ
ト
、
地

方
一
↓
委
譲
工
所
ノ
管
業
杭
ト
地
租
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
札
正
ハ
準
語
ハ
逃

7

ガ
抗
質
ハ
同
ジ
グ
ト
斯
ウ
一
五
ア
コ
ト
ヲ
首
ハ
レ
ル
ノ
ヂ
ア
リ
マ
λ

ル

ガ
、
否
々
共
ハ
此
人
枯
卜
物
枯
、
足
ハ
私
が
中
上
回
グ
ル
迄
モ
ナ
ク
列
企
此

問
題
ヲ
論
議
サ
レ
ル
カ
て
斯
様
ナ
コ
ト
ヲ
山
叩
ス
品
川
宜
ハ
J
7

イ
ト
川
山
ヒ

マ
λ

ル
ガ
、
此
低
ノ
比
例
甜
ハ
何
ト
言
y
テ
モ
込
山
人
枇
〆
ア
リ
マ
ヌ
、

地
方
一
一
番
議
サ
ル
ル
所
ノ
地
利
骨
業
時
ハ
物
柑
ダ
ル
コ
ト
ハ
別
-
T
2

ル
、
什
H
、
物
枕
ト
人
枕
ト
ア
泊
目
シ
テ
サ
ウ
レ
テ
法
、
分
川
安
誠
一
非
F
A

L
F

陥
ズ
山
げ
が
如
午
ρ
叫
ん

ρ

長
尚
之
内
シ
イ
ト
私
ハ
灯

J

ハ
ル
ノ
ム
ア
〉
リ
Y

ス
一
百
々
」
|
|
(
ニ

H
廿
三
川
衆
議
院
議
事
誕
氾
鋭
部
サ
腕
叫
一
三
頁
)

と
論
じ
て
ゐ
る
。
向
論
者
は
此
際
の
猫
立
財
源
と
は
「
刑
判
立
ノ

税
租
ヲ
地
方
ニ
委
説
シ
テ
、
ザ
一
山
ツ
シ
テ
別
立
ノ
税
稲
ヲ
配
ス
ル

コ
ト

L
l
|同
上
川
一
問
一
員
ー
ー
で
あ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
。

第
二
の
解
州
押
印
b
猫
立
の
財
源
E
有
力
な
る
財
源
の
如
く
併

す
る
も
の
に
封
す
る
山
桜
の
広
駁
前
は
品
川
ど
み
つ
か
ら
ぬ
。

第
三
白
川
昨
側
押
印
ち
背
く
も
獅
立
川
加
と
い
ふ
以
上
は
課
税
慌

の
淵
立
を
前
提
と
せ
左
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
然
る
に
附
税
委
譲
法

案
に
蹴
れ
ば
、

a
市
町
村
に
賃
貸
償
栴
の
決
定
棋
が
輿
へ
ら
れ

て
ゐ
左
い
と
論
難
す
る
。
に
劉
し
て
政
府
は

第
二
十
九
巻

第
四
都

ハ

O
丸

じ



雑

録

「
摘
市
財
源
」
の
意
識
に
就
て

「
例
へ
パ
市
町
村
時
ト
シ
テ
ノ
地
租
一
士
官
テ

ρ

賃
貸
醐
椅
ρ
肝
臓
知

事
が
決
定
λ

ル
、
サ
ワ
シ
テ
ソ
レ
=
劃
シ
テ
醐
稔
ス
ル
ノ
-
一
ア
ア
ル
抱
ヲ

シ一

7
9
シ
毛
樹
立

F
ρ

ナ
イ
、
ツ
レ
カ
ラ
毘
財
政
ノ
基
礎
毛
上
声
ヲ
制

限
7
加
へ
ラ
レ
ル
拘
フ
、
財
政
ノ
基
礎
毛
撃
岡
品
ナ
ヲ

m
F
』
ナ
イ

ル
、
新
曲
V

一五
7
柳
時
J
7

ア
リ
マ
シ
タ
ガ
.
赴
ρ

府
麟
ザ
ア
決
定

LMTA
ル

ノ
ρ

、
府
麟
ノ
附
肱
撹
ダ
ル
地
租
ノ
分
蹴
枕
ザ
蹴
柑
致
シ
マ
ス
ル
此
樺

街
上
カ
ラ
致
λ

ノ
ヂ
ア
"
'
マ
シ
テ
、
大
峰
一
一
於
キ
噌
シ
テ
ハ
市
町
村
戸

制
査
シ
グ
毛
ノ
フ
会
蹴
下
7
日比拡
d

テ
脚
帥
知
端
ガ
決
光
男
ル

r
F
ア
リ

T
λ

、
制
賀
市
申
耽
卸
売
大
雌
一
一
川
加
す
市
町
村
ガ
ヤ
ル
、
唯
牒
杭
ノ
卦
腕
下

ノ
権
衡
上
ノ
決
定
グ
ヶ
ρ
、
府
臨
知
事
ガ
ヤ
ル
ロ
ト
昌
ナ
ツ
一
一
ア
厨
ル
ノ

デ
ゴ
ザ
イ
マ
ヘ
是
ガ
錦
=
地
租
共
毛
ノ
、
樹
立
ノ
尉
諒
タ
ル
性
質
ヲ

火
山

m-F担
フ
ノ

F
ア
ヲ
マ
ス
」

l
l三
月
叩
日
衆
議
院
蟻
事
蔀
阻
蝉

都
丸
凱
二
』
二
頁
}

、，，

L
C
駁
し
、

b
雨
税
委
譲
後
も
牒
税
上
種
々
中
央
か
ら
制
限
を
交

付
る
で
は
た
い
か
止
い
ム
に
劃
し
て
恰

「
ッ
レ
カ
ラ
濁
立
ト
一
耳
フ
コ
ト
ヲ
云
7

ケ
レ

Y
モ
、
地
方
-
一
ヤ
ツ
タ

後
一
一
於
キ
マ
シ
テ
之
ュ
謝
シ
テ
制
臥
ヲ
知
(
ル
、
又
よ
級
官
臨
ヨ
リ
監

督
ヲ
加
へ
ル
ト
云
フ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
シ
テ
濁
立

J

ア
ナ
イ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
1

斯
ウ
官
山
レ
テ
居
ル
ノ
ヂ
ア
り
マ
九
ガ
、
間
ヨ
リ
ド
ノ
輯
デ
宅
相
首
ノ

監
督
ヲ
加
へ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
リ
マ
セ
刻
、
現
在
ノ
制
民
=
於
キ
マ
シ
テ
モ

只
キ
ノ
粧
品
劃
シ
テ
相
首
監
督
ヲ
加
へ
テ
居
ル
ノ
ヂ
ア
リ
マ
ス
、
賃
貸

倒
椅
ヲ
決
メ
ル
一
一
付
キ
マ
シ
ユ
ア
毛
之
ュ
劃
ス
ル
基
盤
・
ρ

奥
へ
ナ
ケ
レ
バ

ナ
フ
ヌ
.
又
制
限
一
一
付
キ
マ
シ
テ
モ
相
官
J

制
限
a
y

加
へ
ル
コ
ト
ハ
首

第
二
十
丸
巷

，、

O 

第
四
園
都

;c 

然
一
ア
ア
り
マ
見
、
只
附
加
拍
車
議
デ
山
車
ア
肘
リ
マ
ス
ル
拙
方
柑
7
、

之
ユ
封
シ
ア
樹
立
A
本
積
ヲ
奥
〈
ル
、
斯
ウ
一
T

A

7

意
味
一
ニ
世
キ
マ
シ
ア

濁
立
税
ト
申
千
明
第
デ
ア
ヲ
マ
ス
」
l
l
{
三
月
一
目
覚
族
院
融
事
諮
問
ー

錬
第
廿
ニ
続
一
一
二
凹
頁
)

止
言
っ
て
ゐ
る
。

雨
税
委
譲
法
案
白
討
議
に
あ
ら
は
れ
た
猟
立
及
獅
立
財
源
心

意
義
民
関
す
る
諸
訟
は
時
々
右
の
如
く
に
分
類
せ
ち
れ
る
。
以

京
私
は
と
れ
ら
諸
訟
を
批
制
し
て
み
や
う
と
間
山
ム
。

五

諸

設

の

批

判

「
滴
立
財
源
」
に
就
て
D
第
三
の
解
醐
押
印
ち
「
樹
立
財
源
」
を
有

カ
な
る
財
源
若
く
は
渦
自
に
財
政
を
支
持
し
う
る
に
是
る
財
源

仕
る
が
如
〈
解
す
る
は
、
少
く
と
も
凋
立
と
い
ム
誌
の
判
泊
。

用
訟
に
従
ム
限
り
、
そ
れ
は
観
念
上
白
混
同
で
あ
ら
う
。
唯
か

〈
の
如
き
混
同
を
生
ぜ
し
む
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
政
府
の
説

明
中
地
方
に
「
有
力
ナ
ル
財
源
」
を
典
へ
る
己
と
が
雨
税
委
譲
白

目
的
で
あ
る
止
か
、
地
方
に
「
有
力
ナ
ル
猫
立
ノ
財
源
」
を
依
〈

と
と
が
地
方
稔
負
強
の
過
重
た
る
所
以
で
あ
る
、
と
か
述
べ
ら
れ

た
る
に
由
っ
た
の
で
あ
ら
う
が
、

今
は
姑
く
之
官
問
題
白
外
に



し
、
以
ト
専
ら
批
判
の
重
鮪
を
「
恒
例
J
A
財
源
」
ー
と
い
ム
ζ

主
の
第

τ第
三
白
解
禅
及
び
そ
白
駁
論
に
咋
〈
己
と
ミ
す
る
。

「
調
立
財
源
」
に
就
て
の
第
一
の
解
縛
帥
ち
「
濁
立
財
源
」
を
岡

有
の
財
源
若
く
は
中
央
か
ら
分
離
さ
れ
た
る
財
源
た
り
と
併
す

る
は
法
案
の
趣
旨
よ
り
み
て

E
首
た
る
板
擦
を
有
す
る
。
査
し

法
案
に
操
れ
ば
雨
税
が
中
央
か
ら
地
方
へ
委
譲
さ
れ
る
の
で
あ

品
。
詳
言
す
れ
ば
従
来
地
租
・
替
業
牧
市
祉
税
じ
就
て
は
中
央
が

本
税
を
而
し
て
地
方
は
そ
の
附
加
軌
を
楳
徴
し
旬
、
ゐ
た
。
即
ち

同
一
の
税
源
が
中
央
在
地
方
ど
の
一
一
つ
の
目
的
に
使
用
若
〈
は

利
用
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
そ
の
粧
源
が
介
離
せ
ら

れ
て
、
専
ら
地
方
の
岡
有
の
税
源
主
た
る
の
で
あ
る
。
故
に
地

方
の
「
樹
立
財
源
」
を
地
方
岡
有
の
財
源
た
り
主
解
す
る
は
法
案

の
趣
旨
に
照
し
て
之
を
担
む
と
と
を
得
ぬ
で
あ
ら
う
。
唯
か
く

の
如
き
解
僻
を
許
す
止
し
て
認
に
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
削
ち

一
愉
者
は
地
租
及
替
業
牧
錠
税
が
地
方
忙
委
譲
せ
ら
る
与
と
雌

も
、
中
央
が
新
に
土
地
・
替
業
に
劃
し
て
寅
質
上
の
特
別
所
得

税
を
賦
謀
す
る
と
す
れ
ば
、
決
し
て
そ
れ
を
以
て
地
方
回
布
の

財
源
た
り
と
た
し
難
し
と
な
し
、
他
の
品
川
者
は
地
租
・
替
業
牧

雑

鍛

「
猫
車
則
栴
」
内
定
義
に
就
て

得
税
は
物
稔
で
あ
り
所
得
税
は
人
殺
で
あ
る
。
物
税
し
と
し
て
の

地
相
・
替
業
牧
篠
税
の
税
源
は
地
方
に
完
全
に
委
譲
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
委
譲
の
針
象
は
「
税
種
」
で
あ
っ
て
「
税
額
」
で
は
た

ぃ
。
と
の
際
人
税
之
助
日
税
止
を
混
同
す
る
が
如
き
陰
謀
れ
り
止

な
す
の
で
あ
る
。
卸
ち
前
者
は
委
譲
せ
ら
る
h

岡
税
そ
の
も
の

が
地
方
の
猫
立
財
源
と
な
る
の
で
あ
る
と
解
し
、
後
者
は
有
く

も
淵
立
財
源
占
い
ム
以
七
は
課
税
物
件
|
|
此
場
合
は
土
地
及

ぴ
馳
商
業

1
1世
間
有
制
点
す
る
も
の
で
在
り
ね
ば
在
ら
ぬ
占
僻

ず
る
。
従
っ
て
叉
凋
立
財
源
占
は
前
者
忙
於
で
は
間
有
の
税
組

を
指
し
後
者
に
於
で
は
同
有
の
課
税
物
件
を
鴬
す
の
で
あ
る
。

息
ふ

ιか
く
の
如
音
異
脆
を
生
宇
る
忙
至
れ
る
は
、
岡
税
委

譲
白
意
義
が
税
柿
の
分
隣
で
あ
る
の
か
、
或
は
又
税
制
そ
の
も

の
、
分
離
で
あ
る
か

r
、
政
府
む
詑
明
忙
よ
り

τ明
に
さ
れ
ざ

る
に
由
る
。
若
し
委
譲
が
皐
に
税
組
の
A
7
雌
を
意
味
す
る
に
止

ま
る
・
と
せ
ば
、
土
地
借
業
に
劃
し
て
地
方
が
物
税
を
而
し
て
中

央
が
人
税
を
課
徴
す
る
も
敢
で
委
誌
の
章
一
訟
に
反
廿
十
、
物
税

と
し
て
の
雨
税
が
地
方
問
有
の
財
械
な
り
と
な
す
は
差
文
な

ぃ
。
乍
併
、

委
識
が
税
源
そ
の
も
の
h
分
酷
で
あ
る
止
す
れ

第
二
十
品
川
容

第
四
腕
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雑

「
猫
立
財
源
」
由
意
識
に
就
て

錐

ば
、
土
地
営
業
に
釘
し
で
中
央
が
所
得
税
を
訴
す
る
は
委
誌
の

意
義
に
反
し
、
そ
れ
一
E
以
て
地
方
問
有
の
財
源
な
り
主
た
し
難

い
で
あ
ら
う
。

「
位
四
)
財
抑
制
自
分
離
と
松
和
の
分
離
と
仕
組

e

者
に
よ
り
て
凶
別
さ

れ
て
ゐ
る
“
一
三
ウ
カ
マ
l
民
は
，
削
者
を
叶
『
福
山
内
句
。
尚
昆
百
ロ

民
間
。
5
n
o
と

U1υ
、
中
央
と
地
方
ι
と
が
点
下
拙
そ
の
財
制
2
分
つ

場
骨
E
指
し
、
後
者
在
日
ピ
F
E
P宮
詰
言
。
ロ
と
い
っ
て
、
例
h

肘
一
向
枕
跡
て
あ
っ
て
も
税
粍
心
探
れ
る
坊
骨
E
相
し
て
ゐ
る
。

セ
リ
ク
マ
シ
氏
亦
民
議
自
分
離
へ
凹
品
川
戸
H
P
Z
O
ロ
)
を
叶
百
出
荷
司
l

m
E
Oロ
O『
E
己
2
と
叶
FO
島
田
〈

E
Oロ
O『

J

同
町
広
と
に
分

ち
、
前
者
E
叫
て
巾
央
共
一
肌
方
と
に
利
用
せ

ιる
王
財
源
の
金
〈

掠
る
場
合
を
さ
し
て
ゐ
る
~

「
摘
立
財
源
」
を
阿
有
財
源
な
り
主
解
す
る
に
就

τ今
一
つ
注

意
世
ち
る
べ
き
間
川
叫
が
あ
る
。
犬
は
や
i
A

も
す
れ
ば
調
立
税
主

同
有
祝
の
胤
念
。
混
同
せ
ら
る
L

と
と
で
あ
る
、
例
へ
ば
地
租

が
委
譲
せ
ら
れ
て
市
町
村

ω猟
立
税
と
な
る
と
い
ふ
己
主
は

乃
ち
市
町
村
の
同
有
税
と
な
り
岡
有
の
財
源
と
な
る
己
主
で
あ

る
と
断
十
る
が
如
吉
は
之
で
あ
る
。
嘗
て
吾
人
の
述
べ
た
る
如

3
 

く
孤
立
抗
は
附
加
税
に
封
す
る
一
育
楽
で
あ
れ
ν、
同
有
税
は
共
布

税
に
封
す
べ
き
も
白
で
あ
る
。
前
者
は
あ
る
課
税
構
主
幽
闘
が
共

第
エ
十
丸
巷

節
制
硯

四
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"-，、

自
身
凋
立
し
て
課
し
う
る
や
或
は
他
の
諜
税
楠
主
憾
の
税
に
附

加
し
て
謀
せ
ら
る
与
や
の
直
別
で
あ
り
、
後
者
は
一
定
の
税
減

を
あ
る
課
税
構
宅
閣
が
漏
出
す
る
か
或
は
他
の
諜
税
構
主
惜
占

共
同
比
利
用
す
る
か
に
よ
る
直
別
で
あ
る
。
従
っ
て
府
臓
の
澗

立
税
と
雌
も
そ
れ
に
劃
し
て
市
町
村
の
附
加
税
が
諜
せ
ら
る
i
A

場
合
比
、
府
燃
の
刺
立
税
で
あ
っ
て
も
同
有
税
で
は
な
い
。
か

〈
む
如
吉
見
地
に
迫
っ
て
阿
税
金
融
法
案
を
み
る

ι、
地
租
は

市
町
村
の
猟
立
税
占
左
る
が
一
見
に
府
燃
は
土
地
酌
賃
貸
悦
格
を

標
準
・
と
し
て
府
麻
由
買
を
分
賦
す
る
と
と
h

た
っ
て
ゐ
る
。
名
は

府
間
肺
費
分
賦
と
雌
も
そ
の
官
質
は
地
租
と
異
ら
ぬ
。
帥
ち
土
地

は
市
町
村
地
租
並
び
に
府
燃
費
八
万
賦
の
共
同
の
税
源
で
あ
る
。

さ
れ
ば
地
租
を
市
町
村
の
澗
立
税
と
り
・
と
し
て
も
市
町
村
の
間

有
税
友
り
止
な
し
撒
く
叉
間
有
の
財
源
左
り
と
も
在
す
を
え
ぬ

の
で
あ
る
。

第
三
の
解
醐
押
印
ち
「
摘
立
財
源
」
白
調
立
主
は
、
課
税
椛
の
濁

立
を
意
味
せ
ざ
る
べ
か
ら
や
と
在
す
解
躍
に
就
い
て
は
、
政
府

も
亦
之
を
拒
否
し
て
ゐ
在
い
己
占
は
、
そ
の
答
綿
に
よ
り
て
も

明
で
あ
る
が
、
耽
そ
の
渦
立
な
り
と
な
す
解
離
に
相
迷
が
あ
る
。
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抑
も
統
治
問
慌
の
課
税
上
の
概
利
は
へ
ン
ゼ
ル
の
い
ふ
如
〈

客
鱒
榔
(
。
σ」内
r
z
r
o耳
目
。
，
と
収
納
植
(
凹
『
枠
内
胸
m
m
F
O
F
O
H
R
)

に
分

っ
て
考
へ
る
主
張
す
る
(
詰
ニ
)
O

客
間
械
'
と
は
あ
る
課
税
制
象

〈

2
2自
民
向
島
且
M
n
F
0
2日
岳
山
司
ロ
口
。
向
。
コ
見
吉
弘
)
(
所
得
・
財
産

遺
産
・
替
議
或
は
享
業
手
段
等
)
若
く
は
訟
律
問
係
(
同
Z
E望。岡田

何
回
ロ
同
)
(
貨
物
輸
入
・
輸
出
・
資
却
・
土
地
所
有
棋
の
移
動
等
)
に
日

し
て
句
あ
る
公
訴
を
訴
し
え
、

而
も
そ
の
公
訴
に
就
て
の
高

さ
・
微
牧
方
法
。
評
問
棋
増
等
を
一
一
構
成
し
う
る
場
合
の
椀
利

を
い
ふ
。
而
し
て
モ
の
場
合
そ
の
公
謀
の
収
入
が
白
巳
の
も
の

主
あ
る
か
他
の
財
政
に
沈
れ
入
る
か
は
金
〈
閥
係
が
た
い
。

叉
、
牧
納
山
冊
占
は
あ
る
公
認
の
収
入
(
何
号
明
)
E受
納
し
う
る

拙
利
で
あ
っ
て

そ
れ
は
自
己
の
課
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
他

〈の
閥財
伺¥ J町
由、村~i
市亡
し、ょ
のり
で で
あ謀
る廿
() 4.)ら

れ
た
匂

も
") 
で
あ
る
カ込

は
止
は
金

(
健
二
)
シ
ェ
フ
ア
ー
も
ヘ
ン
ぜ
ル
心
詑
を
と
っ
て
闘
説
会
共
同
鴨

の
財
前
揃
E
O
σ
』島
E
F
。
ro-"
と
同
品
目
向
佐
。
F
E
丹
に
分
つ
で

ゐ
る
が
、
仙
又
械
は
前
者
を
。
σ]αrzro自
官
民
命
日
後
者
を

何
ス
百
四
mro自
宮
内
向
D
N

と
も
い
っ
て
ゐ
る
%
ミ
ル
フ
ト
週
明
課
柑
擁

雑

錐

「
猫
車
財
涼
Lω
意
識
に
就
て

の
人
に
謝
す
る
法
律
刷
係
を
租
税
債
務
欄
保
(
田
空
局
白
内
庁
巳
ι

〈

2
7民
同
ロ
自
由
)
・
と
い
ひ
、
そ
れ
を
分
っ
て
、
全
課
の
Mm
成
(
口
市

〉
C
切
出

2
E
Eロ問。】ロ
q
〉
σ宮
σ0)
と
牧
入
の
受
納
(
ロ
日
N
】O
h

F
ロ
ロ
同
品
再
開
円
昨
日
問
。
品
川
岡
田
E)
主
に
分
ち
、
前
者
を
O
げ」
orz

F
O
H
M
O
戸
?
と
名
づ
け
、
あ
る
人
あ
る
劃
晶
戒
は
あ
る
法
組
側
怖
に
あ

る
公
掛
安
課
L
え
、
而
し
て
そ
の
企
謀
を
一
一
形
成
上
う
る
場
合

は
、
そ
の
牧
入
が
自
己

ω
手
に
入
る
と
他
山
手
に
い
る
と
を
附
は

ず
吋
即
日
E
。U
」島
E
V
o
Z
H
"
を
有
す
る
と
い
ふ
と
い
ワ
て
ゐ
る
。

へ
ン
ゼ
ル
の
所
謂
客
酬
明
棋
は
担
税
客
閣
に
釣
「
る
楠
利
在
拘

し
光
づ
恥
式
上
U
課
税
椛
』
と
み
て
議
文
な
い
で
あ
ら
う
e

さ
て

一
定
の
財
源

H
到
す
れ
椛
力
闘
係
を
か
く
の
如
〈
に
分
っ
て
考

ふ
る
場
合
に
、
「
猫
立
財
源
」
と
い
ふ
語
陀
は
租
税
容
欄
檎
帥
ち

形
式
上
の
課
税
怖
の
調
主
主
、
牧
納
椛
の
樹
立
と
が
考
へ
え
ら

る
h

の
で
あ
る
。
股
斡
た
る
意
味
に
於
て
客
山
田
椀
若
く
は
課
税

叫
怖
の
湖
立
と
い
ふ
以
上

租
税
楠
成
上
他
の
一
切
の
支
配
捌
肘

を
排
除
す
る
も
仰
で
た
け
ね
ば
た
ち
向
。
叉
牧
納
械
の
猫
立
と

そ
の
税
収
入
の
受
納
に
常
っ
て
何
等
他
パ
ソ
制
限
を

う
け
ぬ
も
の
で
た
け
ね
ば
た
ら
ぬ
。
今
此
の
見
地
に
立
っ
て
雨

い
ム
以
上
、

税
委
譲
法
案
一
さ
ゆ
る
に
、
地
租
に
就
て
は
そ
の
課
税
標
準
た
る

第
二
十
丸
谷

第
叫
枕

占
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雑

録

組
済
統
計
に
闘
す
る
闘
際
能
的
に
就
て

土
地
の
賃
貸
慣
格
の
決
定
を
は
じ
め
税
率
の
決
定
等
に
就
て

決
し
て
、
濁
立
の
租
税
構
成
械
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
主
悲
し
難

い
。
政
府
が
府
側
桝
知
事
に
賃
貸
憤
格
の
決
定
植
を
奥
ふ
る
は
府

耐
刷
費
分
賦
に
公
平
を
保
つ
必
要
上
で
あ
る
と
か
、
調
奈
事
務
は

大
憾
に
於
て
町
市
村
が
や
る
し
と
か
い
っ
て
ゐ
る
が
、
何
れ
も
以

て
課
税
桃
の
孤
立
を
裏
書
す
る
と
止
止
は
紅
色
凪
で
あ

ιぅ。

噌
地
租
替
世
間
税
の
税
帆
入
の
収
納
醐
酬
の
み
同
完
全
に
地
方
w
k

許

さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
牧
入
の
一
部
を
中
央
に
護
興
す
べ
き
が
如

き
義
務
を
負
比
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
故
比
「
閣
制
立
財
源
」
の
説
を
法

律
刷
剛
係
か
ら
解
醐
押
せ
ん
L

と
せ
ば
、
客
叫
問
棋
の
濁
立
は
之
を
認
む

る
b

包
え
宇
、
僅
か
に
牧
納
摘
の
凋
立
を
認
め
う
る
の
み
で
あ

る。

五

結

言

以
上
述
べ
た
る
所
に
よ
り
て
み
る
如
く
「
濁
立
財
源
」
の
意
義

は
極
め
て
多
誌
で
あ
り
且
つ
不
明
確
で
あ
る
。
或
る
場
合
は
間

有
白
財
源
主
意
味
す
る
如
く
、
或
る
場
合
は
融
税
構
調
立
の
財

源
を
指
す
如
〈
も
考
へ
ら
れ
る
。
か
く
て
徒
ら
に
人
を
し
て
潤

第
二
十
九
谷

第
四
蹴

立
の
意
義
の
何
た
る
か
を
知
る
に
苦
ま
し
む
る
に
至
っ
た
の
で

，、

四

四

あ
る
が
、
思
ム
に
か
く
の
如
き
場
合
に
、
税
源
配
分
の
問
嗣
止

一
す
る
課
税
械
は
必
中
し
も
澗
立
白
山
で
あ
る
止
限

ι・
泣
い
。
之

そ
の
税
源
に
到
す
る
行
政
閥
係
と
は
殺
然
区
別
す
べ
き
で
あ

る
。
あ
る
税
源
が
地
方
削
有
の
も
の
と
た
っ
て
も
、
そ
れ
に
釘

に
院
し
て
あ
己
税
減
が
こ
っ
以
上
白
椛
力
闘
間
民
共
有
什
ら
れ

て
ゐ
て
も
そ
れ
に
射
す
る
課
税
械
の
全
保
凋
立
自
由
た
る
場
合

を
も
考
へ
う
る
で
あ
ら
う
。
雨
税
委
譲
法
案
の
趣
旨
に
擦
れ
ば

雨
税
が
地
方
聞
有
の
財
源
と
在
る
は
明
で
あ
る
。
乍
併
そ
れ
に

針
す
る
行
政
聞
係
で
は
中
央
か
ら
種
々
の
制
限
を
う
け
て
ゐ

る
。
唯
従
来
の
附
加
稔
止
し
て
地
方
白
地
租
替
業
牧
谷
税
に
於

け
る
よ
り
も
、
委
譲
さ
れ
た
る
後
に
於
け
る
地
方
調
立
税
と
し

て
の
地
租
・
替
業
税
に
封
ず
る
宜
質
上
の
櫛
限
は
犬
と
な
る
で

あ
ら
う
が
、
と
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ
り
量
の
問
題
で
あ
る
。

調
立
若
〈
は
自
由
と
制
限
止
は
量
の
問
題
で
た
〈
質
の
問
題
で

あ
る
。
さ
れ
ば
官
質
上
の
楳
肢
が
蹴
大
せ
ら
れ
た
り
と
雌
も
以

て
滴
立
と
い
ふ
を
え
友
い
で
あ
ら
う
。
(
四
、
し
で
、
一
一
八
)


